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別添１ 

 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

＜通則＞ 

 １ １人の患者について療養の給付に要する費用は、第１章基本診療料及び第２章特掲診療料又は

第３章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じ

て得た額とする。 

 ２ 基本診療料は、簡単な検査（例えば、血圧測定検査等）の費用、簡単な処置の費用等（入院の

場合には皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射の注射手技料等）を含んでいる。 

  ３ 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用

を含んでいる。 

  ４ 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を

改正する告示」（令和８年厚生労働省告示第 70 号）による改正後の「基本診療料の施設基準等

（平成 20 年厚生労働省告示第 62 号）」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通

知する。 

  ５ 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を

改正する件」（令和８年厚生労働省告示第 71 号）による改正後の「特掲診療料の施設基準等（平

成 20 年厚生労働省告示第 63 号）」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知す

る。 

  ６ 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和８年厚生労働省告示第 69 号）による改正後

の診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）及び本通知において規定する診療科に

ついては、医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）及び医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 5

0 号）の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであるこ

と。 

７ 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当

該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。 

８ 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名（電子的な署名を含む。）がある場

合には印は不要である。 

９ 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に

よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保

するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署

名（厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野ＰＫＩ認証局の発行する電子

証明書を用いた電子署名、認定認証事業者（電子署名及び認証業務に関する法律（平成 12 年法律

第 102号）第２条第３項に規定する特定認証業務を行う者をいう。）又は認証事業者（同条第２項

に規定する認証業務を行う者（認定認証事業者を除く。）をいう。）の発行する電子証明書を用

いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成 1

4 年法律第 153 号）に基づき、平成 16 年１月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用

いた電子署名等）を施すこと。 
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促し、培養検査等を実施した場合に１日につき算定する。 

(２) 患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザ、超音波ネブライザ又は排痰誘発

法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。 

    （整形外科的処置） 

Ｊ１１６ 関節穿刺 

   関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、「Ｄ４

０５」関節穿刺、「Ｇ０１０」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。 

Ｊ１１６－５ 酵素注射療法 

酵素注射療法は、デュピュイトラン拘縮の患者に対し、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒ

ストリチクム）を拘縮索に注射した場合に、１回の投与（同一日に複数箇所に注射を行った場合

を含む。）及び伸展処置に係る一連の手技として算定する。なお、当該注射に係る費用は所定点

数に含まれ、別に算定できない。 

Ｊ１１７ 鋼線等による直達牽引 

(１) 鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼

線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。 

(２) １局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身

を５局所に分けるものである。 

(３) 消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行

った場合は、鋼線等による直達牽引（２日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。）

の所定点数のみにより算定する。 

Ｊ１１８ 介達牽引 

(１) 介達牽引は、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードトラック牽引、腰椎バンド及びグリソ

ン係蹄によるモーターを使用した断続牽引並びにベーラー法を含むものであり、部位数にか

かわらず所定点数を算定する。 

(２) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低

出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみ

により算定する。 

(３) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術を同一日に併せて行った場合は、主たるものいず

れかの所定点数のみにより算定する。 

(４) 「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る在宅療養

指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス

費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）については、

介達牽引の費用は算定できない。 

Ｊ１１８－２ 矯正固定 

(１) 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を

行った場合に１日につき所定点数を算定する。 

(２) 「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る在宅療養

指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス

費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）については、

矯正固定の費用は算定できない。 

aoyag
ハイライト表示
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Ｊ１１８－３ 変形機械矯正術 

(１) １日につき所定点数を算定する。 

(２) 「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る在宅療養

指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス

費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）については、

変形機械矯正術の費用は算定できない。 

Ｊ１１８－４ 歩行運動処置（ロボットスーツによるもの） 

(１) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥー

ス病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー又はＨＴＬＶ

－１関連脊髄症（ＨＡＭ）若しくは遺伝性痙性対麻痺による痙性対麻痺を有する患者に対し

て、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しない

ような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。 

(２) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された５週間以内に実

施される９回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、

９回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。 

(３) (２)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改

善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カン

ファレンスにおける当該検討結果については、その要点（５週間以内に実施される９回の処

置の前後の結果を含む。）を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を記載する

こと。 

(４) 初めて当該処置を実施する場合の患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅等を勘案した当該患

者に適切な装着条件の設定については、１肢毎に「Ｊ１２９」義肢採型法の「１」四肢切断

の場合（１肢につき）に準じて算定する。 

Ｊ１１９ 消炎鎮痛等処置 

(１) 消炎鎮痛等処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず１日につき所定点数により算定す

る。 

(２) 「１」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法を

いう。また、「２」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパッ

ク、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。 

(３) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「３」の湿布処置として算定する。 

(４) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予

見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。 

(５) 「Ｃ１０９」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者（これに係る薬剤料又

は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サー

ビス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。）につい

ては、消炎鎮痛等処置の費用は算定できない。 

(６)  「３」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる

範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第１章基本診

療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。 

aoyag
ハイライト表示



により算定する。 

Ｊ１１８ 介達牽
けん

引（１日につき）                       35点 

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ

り算定する。 

Ｊ１１８－２ 矯正固定（１日につき）                   35点 

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ

り算定する。 

Ｊ１１８－３ 変形機械矯正術（１日につき）             35点 

注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみによ

り算定する。 

Ｊ１１８－４ 歩行運動処置（ロボットスーツによるもの）（１日につき） 1,100点 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 

２ 難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項に規定する指定難病の患

者であって、同法第７条第４項に規定する医療受給者証を交付されているもの（

同条第１項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして

診断を受けたものを含む。）に対して実施された場合には、難病患者処置加算と

して、900点を所定点数に加算する。 

３ 導入期５週間に限り、１日につき2,000点を９回に限り加算する。 

Ｊ１１９ 消炎鎮痛等処置（１日につき） 

１ マッサージ等の手技による療法           35点 

２ 器具等による療法                       35点 

３ 湿布処置                               35点 

注１ １から３までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわら

ず、本区分により算定する。 

２ 同一の患者につき同一日において、１から３までの療法のうち２以上の療法を

行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。 

３ ３については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部

又は頭部、頸
けい

部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算

定できる。 

４ 区分番号Ｃ１０９に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患

者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。 

Ｊ１１９－２ 腰部又は胸部固定帯固定（１日につき）     35点 

Ｊ１１９－３ 低出力レーザー照射（１日につき）         35点 

Ｊ１１９－４ 肛
こう

門処置（１日につき）                   24点 

（栄養処置） 

Ｊ１２０ 鼻腔
くう

栄養（１日につき）                       60点 

注１ 区分番号Ｃ１０５に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号Ｃ１

０５－２に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号Ｃ１０５－３に掲げ

る在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号Ｃ１０９に掲げる在宅寝た

きり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔
くう

栄養の費用は算

定しない。 

２ 間歇
けつ

的経管栄養法によって行った場合には、間歇
けつ

的経管栄養法加算として、１

日につき60点を所定点数に加算する。 

Ｊ１２１ 滋養浣
かん

腸                                     45点 

（ギプス） 

通則 

１ 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分

の20に相当する点数を算定する。 

２ 区分番号Ｊ１２３からＪ１２８までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場

合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。 
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